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障害者雇用で活用できる助成金



１．雇用保険二事業と雇用関係助成金
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○ 雇用保険法上、いわゆる失業給付などの労働者への直接給付とは別に、附帯事業として、

労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働

者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的として、雇用安定事業

及び能力開発事業（雇用保険二事業）を行うことができます。

雇用保険

失業等給付

育児休業給付

雇用保険二事業

（例）雇用保険の基本手当など、

「いわゆる失業保険」など

（例）育児休業給付金

（例）雇用関係助成金など

労
働
者
へ
の
給
付

根拠：雇用保険法第62条、63条
雇用保険料（事業主負担分）を財源

雇用関係助成金（20種57コース）

のうち、障害者の雇入れに関係した助成金

●トライアル雇用助成金

（障害者トライアルコース等）

●特定求職者雇用開発助成金

（特定就職困難者コース等）



２．トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース①）

概要

〇「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則３か月間試行雇用することで、

適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを目的とした

制度です。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができ、障

害者雇用への不安を解消することができます。
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〇障害者トライアル雇用の週所定労働時間

週２０時間以上



２．トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース②）
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労働者派遣や出向を前提
とした求人は対象外



２．トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース③）

対象となる人

〇障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する者

（１）紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している者

（２）紹介日の前日から過去２年以内に、２回以上離職や転職を繰り返している者

（３）紹介日の前日時点で、離職している期間が６か月を超えている者

（４）重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 （４）の場合（１）から（３）は関係なし
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（注）以下のもの以外にも要件はありますので、詳細は厚生労働省
HP等をご確認ください。

【職業紹介時において、以下のいずれかに当たる人は対象外】
●継続雇用されている者
（重度身体障害者、重度知的障害者、４５歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者は除く。）

●職業紹介時において、自ら事業を営む者又は役員に就いている者であって、１週間当たりの実労働
時間が３０時間以上の者

●（いわゆる学校教育法でいう）学校に在籍している学生（例外あり）

●すでに障害者トライアル雇用期間中の者



２．トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース④）

助成期間や助成額

【精神障害者以外】

・助成期間：最長３か月

・トライアル雇用期間：原則３ヶ月

・助成額：１人あたり月額最大４万円

【精神障害者】

・助成期間：最長６か月

・トライアル雇用期間：原則６～１２か月

・助成額：雇入れから３か月間 →１人あたり月額最大８万円
雇入れから４ヶ月以降→１人あたり月額最大４万円
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２．トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース⑤）

主な支給要件（リーフレット抜粋）
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（注）以下のもの以外にも要件はありますので、詳細は
厚生労働省HP等をご確認ください。



２．トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）

概要、助成内容等

〇概要

直ちに週２０時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の

求職者について、３か月から１２か月の期間をかけながら、週２０時間以上の

就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成
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〇助成期間や助成額

１人あたり月額最大４万円（最長１２か月間）

〇障害者短時間トライアル雇用の週所定労働時間

週１０時間～２０時間未満



２．トライアル雇用助成金（障害者トライアル雇用の事例）
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３．特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース①）

対象者の種類・年齢

高年齢者（６０歳以上）や障害者などの就職が特に困難な方（６５歳未満）を、

ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用（※）する労働者

（被保険者）として雇入れた事業主に対して助成
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（※） 正規雇用、無期雇用、有期雇用（自動更新）として採用する方が対象です。有期雇
用の場合は「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合で65歳以上まで継続雇用し、

かつ当該雇用期間が２年（一部３年→重度障害者の場合）以上である場合に助成対象。勤務

成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象となりません。

雇入れ時の年齢採用する労働者

高年齢者は60歳以上
それ以外の方は、６５歳未満

高年齢者（60歳以上）
母子家庭の母等、ウクライナ避
難民、補完的保護対象者 など

①

６５歳未満身体・知的障害者②

６５歳未満重度障害者、45歳以上の障害
者、精神障害者

③

週所定労働時間 ２０時間以上３０時間未満：短時間労働者 ３０時間以上：短時間労働者以外



３．特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース②）

助成期間や助成額
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※１短時間労働者：週所定労働時間が３０時間未満の被保険者。

※２（ ）内は中小企業以外の企業に対するもの。対象労働者に支払われた賃金の一部に

相当する額として、下表の金額が、支給対象期（６か月）ごとに支給されます。

支給対象期ごとの支給額助成対象期間支給額
対象労働者

【短時間労働者以外】

30万円 × ２期

（ 25万円 × ２期 ）
１年60（50）万円

高年齢者（60歳以上）、母子家庭
の母等 、ウクライナ避難民、補完
的保護対象者

30万円 × ４期

（ 25万円 × ２期 ）

２年

（１年）
120（50）万円身体・知的障害者

40万円 × ６期

（ 33万円※× ３期 ）

※第３期の支給額は34万円

３年

（１年６か月）
240（100）万円重度障害者等（重度障害者、45歳

以上の障害者、精神障害者）

支給対象期ごとの支給額助成対象期間支給額
対象労働者

【短時間労働者】

20万円 × ２期

（ 15万円 × ２期 ）
１年40（30）万円

高年齢者（60歳以上）、母子家庭
の母等 、ウクライナ避難民、補完
的保護対象者

20万円 × ４期

（ 15万円 × ２期 ）
２年（１年）80（30）万円障害者

（注）所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合は支給額の減額、助成額が支給対象期の賃金総額を上回る場合は賃金総額が上限。



３．特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース③）
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※起算日から６か月間ごとに区切った期間。起算日は、次のようになります。

・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日
・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日
（ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に
雇い入れられた場合は雇入れ日）

〇支給対象期（※） ごとに２～６回に分けて支給

〇申請期間は各支給対象期の末日の翌日から「２か月以内」

支給申請の手続き



３．特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース④）

対象者に係る主な要件（概略）
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○ハローワークなどの職業紹介以前に、採用に向けた選考を開始した者でないこと

○職業紹介時点で、在職者（週２０時間以上働くなど、雇用保険の被保険者やこれと
同様の者）でないこと

※ ただし、重度障害者等（重度障害者、精神障害者、４５歳以上の身体・知的
障害者、チャレンジ雇用で雇用された者であって、短時間労働者以外で採用さ
れた人は、本条件は対象外）

○採用された事業所と関係のあった者でないこと
※ 対象者の雇入れ日の前日から起算して３年前の日から雇入れ日の前日までに、当該
事業所での就労（出向・請負・委任・派遣先就労含む）があったり、事業主と３親等
以内の親族である場合は、助成対象外

〇対象者の雇入れ日の前日から起算して３年前の日から雇入れ日の前日までに、事業所
にて通算して３か月を超えて訓練・実習等（※）を受講したことがある者でないこと
※ 雇用関係はないが、訓練・職場体験、職場実習その他の職場適応に係る作業等を実施する
もので、週平均３日以上実施のもの（ただし、特別支援学校が教育課程で実施するもの、生活
困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業等は除く。）

○助成対象期間の途中などにおいて、離職した労働者でないこと
（支給対象期末日で雇用していること）※労働者の責めに帰すべき理由による解雇などは除く。

（注）以下のもの以外にも要件はありますので、詳細は厚生労働省
HP等をご確認ください。



３．特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース⑤）

主な事業所に係る支給要件（概略）
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（１）雇用保険の適用事業主であること
性風俗関連事業の事業主でないこと（接待業務等での採用の場合）

（２）対象労働者の賃金を支払っていること

（３）労働保険料を滞納していないこと

（４）採用日前後６か月間に事業主都合による解雇（退職勧奨含む）をしていないこと
（天災によるやむを得ない解雇、重責解雇を除く。）

（５）採用日前後６か月間に、特定受給資格者（雇用保険の離職票上の離職区分コードが
１Ａ又は３Ａとして受給資格決定された者）が、対象労働者の採用日における事業所の
被保険者数の６％（特定受給資格者となる離職者の数が３人以下の場合を除く。）を超
えていないこと

（６）対象労働者の雇入れ日より前に特定就職困難者コースの支給決定がなされた者を、
支給申請日の前日から起算して過去３年間に、その助成対象期間中に事業主の都合に
より解雇・雇止め等していない事業主であること

（注）以下のもの以外にも要件はありますので、詳細は
厚生労働省HP等をご確認ください。



４．その他

〇 雇用関係助成金については、労働者・事業主の皆様が納付された雇用保険料等が財源に

なっており、定められた要件に基づいて支給されています。要件等については、事前に御

確認いただき、御不明な点は事業所を管轄するハローワーク・労働局に御相談ください。
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● 特定求職者雇用開発助成金については、令和８年４月の申請から、賃金台帳

（労働基準法第108条で定められた法定帳簿（※））の添付が必須になります。
（※）・氏名 ・賃金計算期間 ・労働日数 ・労働時間数 ・時間外労働の労働時間数

・休日労働深夜労働の労働時間数 ・基本給や手当等の種類とその金額等

〇 雇用関係助成金には、様々な政策目的に基づいて、多様なメニューが用意されており、

障害者雇用の推進に御検討・御活用のほどお願いします。

● トライアル雇用後に継続雇用に移行した場合、トライアル雇用助成金と特定求職者雇用

開発助成金の第１期分の支給が、併給調整され、選択になります。


